
　毎年、雪のシーズンになると除雪機による事故が多発しています。除雪機を使う際には、使用
者の責任において、正しく、安全に作業を行ってください。
⑴　安全装置が正しく作動しない状態では絶対に使用しない。
⑵　除雪機を使用する場合は、周囲に人がいないことを確認し、人を絶対に近づけさせない。
また、不意に人が近づいた場合には除雪機を直ちに停止できるような状態で除雪を行う。
⑶　投雪口に詰まった雪を取り除く際には必ずエンジンを停止し、回転部（オーガやブロア）の
回転が停止したことを確認してから雪かき棒を使用して雪を取り除く。
⑷　除雪機を使用する際、特に後進時は足元や周囲の障害物に注意を払い、無理のない速度
で使用する。

歩行型除雪機による事故を防ごう！！

問い合わせ先
　◎一般社団法人日本農業機械工業会／除雪機安全協議会
　電話　０３－３４３３－０４１５　　　Webサイト　http://www.jfmma.or.jp

　交通事故被害世帯の皆さんに次のような援護制度がありますので、ご利用ください。

交通事故の援護制度

【交通遺児等育成資金貸付（無利子）】
□対　　象　　自動車（バイク含む）事故により保護者の方が亡くなられたり、重い後遺障害を残すこ

ととなったご家庭のお子様で、0歳から中学卒業まで

□貸付金額　　一人につき最初一時金15万5千円、以後月額2万円、小・中学校入学時に入学支度金4

万4千円

□返還方法　　貸付終了後、月賦又は月賦・半年賦併用による20年以内での返還

□そ の 他　　高校、大学等に在学中は返還猶予が可能です

【重度後遺障害者介護料支給】
□対　　象　　自動車（バイク含む）事故により、脳、脊髄、または胸腹部臓器に損傷を受け、常時ま

たは随時の介護を必要とする方で一定の要件に該当する方（自損・他損は問いません）

□支 給 額　　月額29,290円～ 136,880円の範囲で、障害の程度や介護費用の支出に応じて支給　

※「短期入院」費用も別途支給

□注　　意　　介護保険サービス、労災の介護給付等との併用はできません

◆申し込み・問い合わせ先

独立行政法人　自動車事故対策機構　旭川支所　　電話　0166-40-0111
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　近年、国民の食生活においては、外食の機会が増えており、飲食店等において調理の業務に従事
する調理師の皆様方が国民の食生活に果たす役割はますます重要になってきました。
  このため、調理師の資質の向上を目的とする各種事業が円滑に実施できるよう、働いている調理
師は「就業届」を出すことが義務づけられています。

☆届出の必要な方は、次のところで調理の業務に従事している調理師です。
・寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、その他多数人に飲

食物を調理して供与している施設
・飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業　

☆平成2６年12月31日現在の状況を書き込んで、平成２７年１月１５日までに　社団法人北
海道全調理師会稚内支部又は北海道宗谷総合振興局保健環境部(稚内保健所)に届け出てください。

【 問い合わせ先 /届出提出先】
◎社団法人北海道全調理師会稚内支部事務局
     所在地：稚内市中央２丁目５番１０号香蘭ビル５階     電　話：０１６２－２３－２４０１
◎北海道宗谷総合振興局保健環境部保健行政室（北海道稚内保健所）
　子ども・健康推進課健康増進係
　　所在地：稚内市末広４丁目２番２７号　　電　話：０１６２－３３－２９９０
◎北海道宗谷総合振興局保健環境部（北海道稚内保健所）浜頓別地域保健支所
　　所在地：枝幸郡浜頓別町中央北３番地　　電　話：０１６３４－２－０１９０      
◎北海道宗谷総合振興局保健環境部（北海道稚内保健所）利尻地域保健支所
　　所在地：利尻郡利尻町沓形字日の出町　　電　話：０１６３－８４－２２４７

　日本遺族会は、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集している。同事業は、厚生労働
省から補助を受け実施しており、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、父等の戦没し
た旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善をはかることを目的としている。
　費用は、参加費として９万円。５年を経過した方（平成20年以前参加者）は２回目の応募ができる。
　日程等の詳細は、日本遺族会事務局　電話03-3261-5521までお願いいたします。
　お申し込みは、北海道連合遺族会へご連絡ください。（北海道連合遺族会　電話0166-51-1040）

「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」参加者募集

＜実施地域＞　　（広域地域）　　中国　（2/5締切）

ほろのべの窓　2015.1月号▶　14


